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スマホ申告は
こちらから♪

作成コーナー

「税務署に行かずにできる確定申告」に向けて

 ご自宅から申告できる「申告書作成ツール」のご案内

・ 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内

に沿って金額を入力するだけで申告書が作成可能

・ スマートフォン、タブレット、パソコンのいずれも対応

 スマートフォンを利用した確定申告（スマホ申告）の便利な機能

・ 給与の源泉徴収票をスマホのカメラ機能で撮影・自動入力

・ 令和５年１月以降、

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能

 マイナポータル連携による確定申告書への自動入力対象が拡大

・ ふるさと納税については導入済（証明書発行者は順次拡大）

・ 令和５年１月以降、

公的年金等の源泉徴収票や医療費
※
の１年間分の情報が取得可能

※ 毎月11日頃に前々月に診療した情報を追加更新します。



「税務署に行かずにできる確定申告」に向けて

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力する
だけで、所得税申告書等の作成、e-Taxによる送信等ができます。
「税務署に行かずにできる確定申告」に向けて、スマホのカメラ機能による給与所得の源泉徴収
票の読み取り自動入力など、e-Taxの利便性向上に取り組んでいます。
令和４年分確定申告（令和５年１月以降）では、マイナポータルとのデータ連携による自動入力
対象が拡大するなど、マイナンバーカードやスマホを利用した申告がさらに便利になります。

確定申告は自宅からの
e-Taxがスタンダードに

既に85％以上の方が、確定申
告会場に来場せずに確定申告して
います。


